
 

議案第７６号 

 

財産の無償譲渡について 

 下記のとおり、財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第９６条第

１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和６年１２月２日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

記 

 

１ 無償譲渡する財産の表示 

  土地 

   所在 山陽小野田市大字津布田字串沖２６３０番１９の一部 

   地目 宅地 

   面積 ５８９．０９㎡（実測面積） 

２ 無償譲渡の相手方 

  山口県山口市滝町１番１号 

  国土交通省所管国有財産法定受託者 山口県 

  山口県知事 村岡 嗣政 

３ 無償譲渡の理由 

  海岸法に基づいた海岸保全基本計画に従い整備している郡津布田海岸につ

いて、整備区域内に位置する市有地を国土交通省（契約当事者は国土交通省

所管国有財産法定受託者：山口県知事）に無償譲渡する。 

なお、整備区域内の土地を国土交通省に無償で譲渡することは、工事開始

の条件とされている。 

 

 



kouhou03
テキストボックス
議案第７６号参考資料①



kouhou03
テキストボックス
議案第７６号参考資料②



kouhou03
テキストボックス
議案第７６号参考資料③


